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令和7年度 奈良県共同募金会 広域助成要項 
 

令和7年度奈良県共同募金助成要領第４に基づく広域助成に関する詳細は、下記のとおりです。 
 

第１ 対象事業例 
  奈良県共同募金会助成要領の第４の２及び４の（１）と（２）に定める助成の対象事業例は下記のと 

 おりです。 

   
１ 赤い羽根小地域福祉活動応援助成 

〇 障害のある子どもや多胎児を育てている家族への支援 〇 フリースクール活動 

〇 子どもの第三の居場所づくり・活動 ○ ひきこもりの当事者やその家族への支援  

〇 ひとり親に対する支援 〇 孤独・孤立の状態にある子ども・若者の居場所づくり      

〇 盲導犬・聴導犬とのふれあい体験活動 〇 高齢者の孤立を防ぐ活動  

〇 高齢者による農業指導を通した地域多世代交流 〇 経済的困窮にある人への食料支援   

〇 外国ルーツの住民の地域参加・交流活動 〇 新しい当事者団体の設立・運営  

  

  ２ 災害ボランティア・防災・減災活動助成 

（１）防災・減災活動助成 

    ○ 防災・減災意識向上のための防災セミナー・学習会の開催 

○ 防災訓練、防災・減災に関する啓発活動（イベントにおける啓発ブース設置等）事業 

（２）災害ボランティア・防災・減災活動に関する地域ネットワーク支援助成 

○ 災害発生時のボランティア活動に備えるとともに、平常時の防災・減災活動として、地域 

の多様な主体が参画するネットワークの構築や運営 

○ 地域の複数の団体が協働して取り組むシンポジウムやタウンミーティング等開催事業 

 

第２ 対象経費に関する事項 
  １ 共通 

    他団体等からの補助・助成等（県・市町村等行政からの補助、民間・社会福祉協議会助成、利用

者負担）がある場合は、その額を経費総額から減じたものを対象経費とします。 

    なお、受配表示にかかる経費（ペイント代等）も対象経費に含みます。 

  

  ２ 事業経費助成、赤い羽根小地域福祉活動応援助成、災害ボランティア・防災・減災活動助成（災

害時ボランティア活動用備品整備助成は除く）、社会福祉協議会助成（奈良県社会福祉協議会への助

成）、福祉のこころ芽生える人づくり助成（市町村社会福祉協議会への助成）共通 

         対象経費は、事業実施に係る謝金、旅費・交通費、通信運搬費、会場・設備・備品使用料、印刷

製本費、備品購入費、消耗品費等です。 

 

３ 施設・設備整備費助成 

    対象経費は、事業実施に係る工事費等です。 

   

４ 共同募金運動啓発助成（車両整備助成）、社会福祉協議会助成（市町村社会福祉協議会への助成

〔車両整備助成〕）共通 

（１）更新の場合は、走行距離が10万キロ以上かつ走行に支障がある車両が対象。ただし、条件に満 

たない場合であっても、更新を必要とする理由をやむを得ないと認める場合は助成対象とします。 

  （２）対象経費は、原則として次のタイプの車両で、車両本体経費のほか、使用目的に必要な装備等 

の改造経費・付属品等及び受配表示経費（ペイント代）です。 

・福祉車両（車椅子対応・ストレッチャー対応等高齢者・障害者向けの装備があるもの） 

・ワゴン車（乗車定員7人以上10人以下のもの） 
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・バス（乗車定員11人以上のもの） 

・貨物車（トラック・バンタイプ車両） 

・その他（特別装備はないが、利用者の処遇改善に特に必要と認められる車両） 

   

５ 災害時ボランティア活動用備品整備助成 

  対象経費は、災害ボランティアセンター活動において、ボランティア等が使用する備品の整備に

係る経費です。 

 

第３ 対象外経費に関する事項 
  １ 事業経費助成、赤い羽根小地域福祉活動応援助成、災害ボランティア・防災・減災活動助成（災

害時ボランティア活動用備品整備助成は除く）、社会福祉協議会助成（奈良県社会福祉協議会への助

成）、福祉のこころ芽生える人づくり助成（市町村社会福祉協議会への助成）共通 

（１）申請者の組織運営及び管理事務に係る経費（人件費、旅費、組織内での月々の電話代・コピー 

機等の使用料等） 

（２）全国大会や研修会等に参加するための経費 

（３）飲食経費（生活支援としての食事提供等はこの限りではありません） 

 

２ 共同募金運動啓発助成（車両整備助成）、社会福祉協議会助成（市町村社会福祉協議会への助成

〔車両整備助成〕）共通  

（１）メンテナンス費用（メンテプロパック・メンテパスポート・延長保証プランなど）、道路サービ 

ス関連費用（ＪＡＦ等）、任意保険・販売諸費用（納車費用、車庫証明等） 等 

（２）助成車両を使用して実施する事業のために必要な機能以上の機能を有する車両の購入経費 

（３） 使用頻度が極端に少ない車両の購入経費 

 

第４ 留意事項 
 １ 共通 

同一申請者が同一年度に、事業経費助成、赤い羽根小地域福祉活動応援助成、施設・設備整備費 

助成、共同募金運動啓発助成（車両整備助成）への複数申請はできません。 

ただし、全国大会等の開催事業及び災害ボランティア・防災・減災活動助成の対象事業は、他の 

助成種別への複数申請は可能です。 

 

２ 事業経費助成の全国大会等の開催事業に対する助成限度額 

（１）全国大会等の開催事業に対する助成限度額 

① 500人以上 30万円 

② 300人以上 20万円 

③ 100人以上 10万円 

（２）近畿ブロック大会等の開催事業に対する助成限度額 

① 500人以上 20万円 

② 300人以上 10万円 

③ 100人以上  5万円 

 

３ 事業経費助成、災害ボランティア・防災・減災活動助成、社会福祉協議会助成（奈良県社会福祉

協議会への助成）、及び福祉のこころ芽生える人づくり助成（市町村社会福祉協議会への助成）共通 

（１）同一事業の同一内容(県大会、研修会、機関紙発行等)での助成は連続3年までとします。 

ただし、解決しようとしている地域福祉課題の解決のためには、3年を超えて事業を継続実施す 

る必要性を認める場合は、この限りではありません。 

（２）他団体又は下部組織への運営補助事業は助成対象外です。 
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４ 施設・設備整備費助成、共同募金運動啓発助成（車両整備助成）、社会福祉協議会助成（市町村社

会福祉協議会への助成〔車両整備助成〕）共通 

（１）申請に際しては、施設・設備整備又は車両整備を実施する必要性や緊急性、及び見込まれる効果 

を具体的に記入してください。 

（２）施設・設備整備費助成又は車両整備助成の助成決定を受けた年度の翌年度は、同種別への助成申 

請はできません。ただし、同一申請者が複数の施設等を経営している場合は、助成対象となった施 

設等以外の施設等に係る事業であれば翌年度も申請できます。 

 

第５ 申請方法等 
１ 受付期間及び申請方法 

（１）令和7年10月27日（月）から同年12月12日（金）までの間に、下記の書類等を提出してくだ 

さい。 

  ・様式１「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助成申請書」 

  ・様式１添付書類①「審査基準に係る理由書」（添付の必要がある場合のみ） 

  ・様式１添付書類②「法人・団体現有車両一覧表」（車両整備助成のみ） 

 上記いずれもメール送信により提出してください。添付書類は郵送又はメール送信により提出

してください。 

助成申請書等は、本会のホームページ「助成をうけたい」→「様式ダウンロード」からダウン

ロードできます。 

（２）1点あたり2万円以上の支出経費（備品購入費等）については、見積書・パンフレット等の写し 

で金額が把握できるものを添付してください。施設・設備整備費助成の工事費等については、見積 

書及び施工内容等が確認できる図面並びに現況写真を添付してください。 

（３）「令和7年度 奈良県共同募金助成 広域助成申請に係る審査基準」の３の算定にあたり、当期末 

支払資金残高のうち、令和7年度以後3年以内に計画的に支出する臨時的経費が含まれている場 

合は、様式１添付書類①「審査基準に係る理由書」を添付してください。 

（４）機関誌・広報誌を発行する事業については、配布先毎の配布部数の一覧（任意様式）を添付して 

ください。 

 

２ 助成の決定または非決定の通知 

     令和8年3月下旬頃に申請者に通知します。 

 

３ 助成事業の変更の申請 

    様式１「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助成申請書」の提出後、やむを得な

い事情により事業内容等を変更したい場合は、事前に当会に相談のうえ、速やかに様式２「令和 7

年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助成変更申請書」を提出し、承認を受ける必要があり

ます。 

 

４ 助成事業の完了報告及び助成金の精算 

（１）事業完了後1か月以内に様式３「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助成完了報 

告書」をメール送信により、また、様式４「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助 

成金交付請求書」は郵送、添付書類は郵送又はメール送信により提出してください。 

（２）様式３「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助成助成完了報告書」の内容を審査 

し、適正と認めたときは、助成金の全部もしくは一部を交付します。 

（３）助成金は原則として精算払いですが、やむを得ない事情により自己資金のみでは事業を着手す 

ることが困難な場合は、助成決定額の2分の1以内の額で概算払いを行います。 

  概算払いを希望する場合は、様式４－２「令和7年度（令和8年度実施事業）奈良県共同募金助 

成金交付請求書（一部概算払用）」を提出してください。 
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第６ その他の事項 
１ 助成事業の受配表示 

（１）助成対象事業の実施にあたっては、指定する方法（パンフレット・チラシ等への掲載、購入物品 

にステッカーを貼付、車両にペイント等）により、共同募金助成による事業であることを必ず明示 

してください。 

（２）受配者が発行している機関誌や管理しているホームページ等に受配内容を掲載するほか、地域の 

さまざまな広報媒体に掲載依頼を行うなどにより広報に努めてください。 

（３）受配者は、受配事業完了後の理事会・総会等で、受配内容について報告してください。 

 

２ 募金活動への協力 

助成を受けられる団体等のさまざまな福祉活動に対し、地域の方々が共感され、共同募金運動に

ご協力いただくという循環で共同募金運動が展開されることが重要です。 

このため、地域の皆様に共同募金の助成を受けて行われる福祉活動について十分ご理解をいただ

くとともに、助成を受けた団体等自らも募金活動へのご協力をお願いします。 

 

３ 問合せ・提出先     

社会福祉法人 奈良県共同募金会事務局 

〒634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター内 

TEL:0744-29-0173   FAX:0744-29-0174 E-mail:info@nara-akaihane.com 


